
別紙様式３－１

障害福祉サービス等処遇改善実績報告書（令和 年度）

１　基本情報

〒

　【本報告書で報告する加算】　加算名称にチェックを入れること。

福祉・介護職員処遇改善加算（処遇改善加算） 福祉・介護職員等特定処遇改善加算（特定加算）

２　実績報告＜共通＞ ※詳細は別紙様式３－２に記載

（１）福祉・介護職員処遇改善加算のみの場合

① 令和 年度分の処遇改善加算の総額

② 賃金改善所要額（ⅰ－ⅱ） (右欄の額は①欄の額以上となること)

ⅰ）処遇改善加算の算定により賃金改善を行った福祉・介護職員の賃金の総額

ⅱ）前年度の福祉・介護職員の賃金の総額【基準額１】

※②ⅰ）には、賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

※②ⅱ）には、計画書の（１）④ⅱ）の額を記載すること

※処遇改善加算のみの場合、別紙様式３－２におけるグループ別の内訳は記載不要

（２）福祉・介護職員等特定処遇改善加算を併せて報告する場合

① 令和 年度分の加算の総額

② 賃金改善所要額（ⅰ－ⅱ） ※右欄の額は①欄の額以上となること

ⅰ）加算の算定により賃金改善を行った賃金の総額

 本年度の賃金の総額(a)

 処遇改善加算の総額(b)

ⅱ）前年度の賃金の総額【基準額１】【基準額２】

※②の「本年度の賃金の総額」には、賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

※「前年度の賃金の総額」には、計画書の（２）④ⅱ）及び（３）⑤ⅱ）の額を記載すること

③ 平均賃金改善額＜特定加算＞

（Ａ）経験・技能のある障害福祉人材 円 円 円

（Ｂ）他の障害福祉人材 円 円 円

（Ｃ）その他の職種 円 円

※「前年度の平均賃金額（月額）」には、計画書（３）⑥ⅳ）の額を記載すること。

④ 月額平均８万円又は改善後の賃金が年額440万円となった者＜特定加算＞

（設定できない事業所があった場合その理由）　※複数回答可

## 小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。

## 職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均８万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

##

## その他 （ ）

 特定加算の総額(c)　※その他の職種への支給分を除く

94,626,195

円

2 5,006,723

029-229-7562 FAX番号 t-waki@yurikago-kaigo.com

処遇改善加算 特定加算

連絡先 電話番号

5,006,723

円

19,298,106 円

22,429,867 円

円

99,632,918

99,632,918 円

円

提出先 水戸市

80,334,812 円

19,298,106 円

99,632,918 円 99,632,918 円

円

円

8,138,484

2

脇　健仁

311－4206
茨城県水戸市飯富町3467-1

カブシキガイシャユリカゴ

株式会社ゆりかご

ワキ　タケヒト

029-229-7092

（対象外） （対象外）

9,762

297,377 326,641

128,083

月額平均８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化
することが必要であり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。

6

円72,196,328 72,196,328円

改善後の賃金が
最も高額となった者

の賃金(年額)
(配分比率)

人いずれかに該当する人数

29,264 (3.00 )

137,845 (1.00 )

-

賃金改善
を実施した
グループ

前年度の平均賃金
額(月額)【基準額

３】

本年度の平均賃金
額(月額)

平均賃金改善額

（福祉・介護職員処遇改善実績報告書、福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書）

処遇改善加算

2 19,298,106 円

法人所在地

法人名

書類作成担当者

フリガナ

フリガナ

E-mail

(a)ｰ(c) (a)ｰ(b)



⑤ その他（やむを得ず配分比率を満たすことができなくなった場合等については、下記の欄に記載すること。）

（３）職場環境等要件に基づいて実施した取組について＜全体＞
※今年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔） 変更なし

※

※

　

令和 年 月 日

 （代表者名） 脇　健仁

3 7 12  （法人名） 株式会社ゆりかご

実績報告書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管して
いることを誓約します。

【処遇改善加算】
届出に係る計画の期間中に、全体で必ず１つ以上の取組を行うことが必要であること。

【特定加算】
届出に係る計画の期間中に、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を
含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの構成」の６つの区分から任意で３つの区分を選択し、選
択した区分でそれぞれ１つ以上の取組を行うことが必要であること。　※処遇改善加算と特定加算とで、別の取組を行うことは要しない。
※　前年度から引き続き加算を算定しており、かつ、前年度に職場環境等要件を満たす取組実績がある事業所において、合理的な理由により当該期間中に実施できなかっ
た場合は、当該理由を明記すること。（処遇改善加算、特定加算共通）

分類 内容

入職促進に向
けた取組

法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする
者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の
受講支援等

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等の導入

腰痛を含む心
身の健康管理

福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等に
よる腰痛対策の実施

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転
換の制度等の整備

有給休暇が取得しやすい環境の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておくこと。

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費等の返
還や事業者の指定取消となる場合があるので留意すること。

合理的な理由により期間中に実施できなかった場合
※ 上記のうち、前年度に取組実績がある項目にチェック（✔）すること。

理由：

生産性向上の
ための業務改

善の取組

タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の
提供）等による役割分担の明確化

５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働き
がいの構成

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容
の改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

両立支援・多
様な働き方の

推進

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備



別紙様式３－２ 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書（施設・事業所別個表）　

経験・技能の
ある障害福祉

人材(A)

他の
障害福祉人材

(B)

その他の職種
(C)

経験・技能の
ある障害福祉

人材(A)

他の
障害福祉人材

(B)

その他の職種
(C)

賃金改善前
の賃金が年
額440万円を
上回る職員

経験・技能
のある障害
福祉人材(A)

他の
障害福祉人

材(B)

その他の職
種(C)

未設定の
事業所

　福祉・介護職員処遇改善加算の合計 19,298,106 7,126,446 12,171,660 99,632,918

　福祉・介護職員等特定処遇改善加算の合計 5,006,723 2,860,991 2,145,732 0 99,632,918 50,243,038 49,389,880 0 0 132.0 270.0 0.0 6 2 ○

※本表に記載する事業所は、計画書の別紙様式２－２に記載した事業所と一致しなければならない。

※事業所の数が多く、１枚に記載しきれない場合は、適宜、行を追加すること。

※福祉・介護職員処遇改善加算のみの場合は、グループ別内訳の入力は不要である。

福祉・介護職員処遇改善加算 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

1 0 8 1 0 1 0 0 1 2 3 水戸市 茨城県 水戸市 ゆりかご介護サービス 居宅介護 加算Ⅰ 12,585,739 4,195,246 8,390,493 87,995,896 特定加算Ⅰ 3,083,842 1,762,198 1,321,644 0 43,426,634 44,569,262 0 0 108.0 198.0 0.0 6

2 0 8 1 0 1 0 0 1 2 3 水戸市 茨城県 水戸市 ゆりかご介護サービス 同行援護 加算Ⅰ 3,034,760 1,011,586 2,023,174 0 特定加算Ⅰ 1,487,270 849,869 637,401 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

3 0 8 1 0 1 0 0 1 2 3 水戸市 茨城県 水戸市 ゆりかご介護サービス 行動援護 加算Ⅰ 788,488 262,829 525,659 0 特定加算Ⅰ 217,590 124,338 93,252 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

4 0 8 5 0 1 0 0 3 0 6 水戸市 茨城県 水戸市 ゆりかご☆ドリーム 放課後等デイサービス 加算Ⅰ 1,273,353 848,902 424,451 4,520,101 特定加算Ⅱ 78,491 44,852 33,639 0 2,832,153 1,687,948 0 0 12.0 36.0 0.0

5 0 8 5 0 1 0 0 5 4 6 水戸市 茨城県 水戸市 ゆりかご☆キッズ 放課後等デイサービス 加算Ⅰ 1,615,766 807,883 807,883 7,116,921 特定加算Ⅰ 139,530 79,734 59,796 0 3,984,251 3,132,670 0 0 12.0 36.0 0.0

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

法人名

本年度の加算の総額
［円］

本年度の賃金
の総額［円］

（グループ別内訳）

算定する障害
福祉人材処遇
改善加算の区

分

サービス名指定権者
障害福祉サービス

事業所番号
事業所名 本年度の加算

の総額［円］ 経験・技能のあ
る障害福祉人材

(A)

他の
障害福祉人材

(B)

グループ別内訳

事業所の所在地

株式会社ゆりかご

経験・技能の
ある障害福祉
人材のうち月
平均8万円以
上又は年額
440万円以上

［人］

経験・技能の
ある障害福祉
人材のうち月
平均8万円以
上又は年額
440万円以上

［人］

本年度の常勤換算職員数［人］

本年度の常勤換算職員数［人］

経験・技能の
ある障害福祉

人材(A)

他の
障害福祉人

材(B)

その他の職種
(C)

その他の職種
(C)

経験・技能の
ある障害福祉

人材(A)

本年度の賃金の総額(［円］

他の
障害福祉人

材(B)

賃金改善前の賃
金が年額440万
円を上回る職員

他の
障害福祉人

材(B)

その他の職種
(C)

都道府県 市区町村

（グループ別内訳）

グループ別内訳算定する障害
福祉人材等特
定処遇改善加

算の区分

本年度の賃金
の総額［円］ 経験・技能の

ある障害福祉
人材(A)

本年度の加算
の総額［円］
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